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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面および裏面に透光性の表示シートを有する筐体と、
　前記筐体の縁部に沿って設けられた複数のＬＥＤ発光部と、
　前記ＬＥＤ発光部に沿って設けられて当該ＬＥＤ発光部からの光を前記表示シート側に
反射する反射板を有し、
　前記反射板がパラボラ曲面の反射面を有すると共に、前記表示シートに不燃性シートを
用い、
　前記反射板は、前記ＬＥＤ発光部を挟んで両側に設けられ、前記ＬＥＤ発光部からの光
を前記筐体の表面および裏面に設けられた前記表示シートに反射する
　ことを特徴とした表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記ＬＥＤ発光部が互いに対向して２列設けられている表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２のうちのいずれか１項に記載の表示装置において、
　前記ＬＥＤ発光部の配置間隔が、中央部よりも端部において大きい表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ＬＥＤ発光部を光源として用い、裏面側から照らされる表示シートを有する
表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光ダイオードを光源とし、液晶表示装置のバックライト照明等を行う面表示装
置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図６に示すように、特許文献１に記載の表示装置１００は、厚さ方向の寸法が小さい矩
形のユニットケース１０１における対向する２つの内部側面に沿って、複数のＬＥＤ１０
２とＬＥＤ基板１０３、１０３とから形成されるＬＥＤユニット１０４が配設されている
。ユニットケース１０１の一方の面には、発光面１０８Ａを有する面発光部材１０８が設
けられている。また、複数のＬＥＤ１０２を凹溝内に収納したＬＥＤコリメータ１０５，
１０５が配置されており、ユニットケース１０１の中空導光領域１０６には、光反射面部
材１０７が設けられている。
【０００４】
　従って、コリメータ１０５，１０５からＬＥＤ１０２の光軸の方向の中空導光領域１０
 ６側に略平行光を出射し、光反射面部材１０７で反射して、面発光部材１０８の発光面
１ ０８Ａを発光させることにより、均一な面照明を可能にしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２５２３８０号公報（第２図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、前述した特許文献１に記載の表示装置１００は、例えば、液晶表示装置のバ
ックライト照明等に用いられるものであるが、例えば、駅の構内等において上方から吊り
下げて，片面または両面に広告や時刻表等を表示したい場合がある。このような場合にも
、表示面を均一で高輝度に面発光させる表示装置が望まれている。
【０００７】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、均一で高輝度に面発光させる
ことができる表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の表示装置は、表面に透光性の表示シートを有する筐体と、前記筐体の縁部に沿
って設けられた複数のＬＥＤ発光部と、前記ＬＥＤ発光部に沿って設けられて当該ＬＥＤ
発光部からの光を前記表示シート側に反射する反射板と、を有し、前記反射板が、パラボ
ラ曲面の反射面を有すると共に、前記表示シートに不燃性シートを用いるものである。
【０００９】
　また、本発明の表示装置は、前記ＬＥＤ発光部をその光軸が前記表示板シートに沿った
方向に向くように配設し、前記ＬＥＤ発光部の照射方向前方に、前記光軸を前記反射板側
に屈折させるレンズを設けたものである。
【００１０】
　また、本発明の表示装置は、前記反射板が、前記ＬＥＤ発光部を挟んで両側に設けられ
ているものである。
【００１１】
　また、本発明の表示装置は、前記ＬＥＤ発光部が互いに対向して２列設けられているも
のである。
【００１２】
　さらに、本発明の表示装置は、前記LED発光部の配置間隔が、中央部よりも端部におい
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て大きいものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、筐体の縁部に沿って設けられた複数のＬＥＤ発光部からの光を、反射板を介
して筐体に設けられている透光性の表示シートに投光する際に、反射板をパラボラ曲面で
形成しているので、ＬＥＤ発光部近傍の輝度を押さえるとともに、表示シートを均一で高
輝度に発光させることができるという効果を有する表示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（Ａ）は本発明に係る第１実施形態の表示装置における光路を示す（Ｂ）中Ａ－
Ａ位置の断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図
【図２】（Ａ）は本発明に係る第２実施形態の表示装置における光路を示す（Ｂ）中　　
Ａ－Ａ位置の断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図
【図３】（Ａ）は本発明に係る第３実施形態の表示装置における光路を示す（Ｂ）中　　
Ａ－Ａ位置の断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図
【図４】（Ａ）は本発明に係る第４実施形態の表示装置における光路を示す（Ｂ）中　　
Ａ－Ａ位置の断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図
【図５】（Ａ）は本発明に係る第５実施形態の表示装置における光路を示す（Ｂ）中　　
Ａ－Ａ位置の断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図
【図６】従来の表示装置の断面図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（第１実施形態） 
　以下、本発明に係る第１実施形態の表示装置について、図面を用いて説明する。
【００１６】
　図１に示すように、本発明に係る第１実施形態の表示装置１０Ａは、例えば、駅の構内
等において上方から吊り下げて広告や時刻表等を表示する表示板として使用することがで
きる。
【００１７】
　表示装置１０Ａは、天井等の被取付部から吊り下げる吊り具１１を有しており、吊り具
１１の下端部に取り付けられる箱状の筐体２０Ａを有する。筐体２０Ａは、天板２１１，
底板２１２および左右の側板２１３，２１４を有する矩形枠状の枠部材２１を有しており
、一方の開口には背板２２が取り付けられ、他方の開口には透光性の表示シート２３を有
する。
【００１８】
　天板２１１の内面から下方に向けて取付板２４が取り付けられており、取付板２４には
複数個のＬＥＤ発光部３０が所定間隔で取り付けられている。ＬＥＤ発光部３０は、後ろ
向き（背板２２側向き）に取り付けられており、中央部では等ピッチＰ０で配置され、端
部ではピッチＰ０より大きなピッチＰ１，Ｐ２で配置されている。すなわち、中央のピッ
チＰ０は端部のピッチＰ１、Ｐ２より小さく、Ｐ０＜Ｐ１＜Ｐ２となっている。なお、端
部のピッチＰ１，Ｐ２等を適用するピッチの数は特に限定するものではなく、少なくとも
１個あればよい。
【００１９】
　なお、取付板２４およびＬＥＤ発光部３０は、筐体２０Ａの長手方向である天板２１１
 に沿って設けられている。
【００２０】
　ＬＥＤ発光部３０に対向して背板２２側には反射板３１が取り付けられている。反射板
３１は、パラボラ曲面または近似パラボラ曲面で形成されており、筐体２０Ａの上部で天
板２１１に沿って全幅に亘って設けられている。
【００２１】



(4) JP 5899435 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

　また、筐体２０Ａの底板２１２の上には、電源ユニット３２が配設されている。また、
側板２１３，２１４には、吊り具１１と筐体２０Ａとの接合を補強する補強部材２５が取
り付けられており、補強部材２５にはブレーカー３３が取り付けられている。
【００２２】
　従って、ＬＥＤ発光部３０から後方に発せられた光軸Ｌは、反射板３１により前方に反
射して、表示シート２３の上下方向全幅に亘って照射される。
【００２３】
　なお、ＬＥＤ発光部３０および反射板３１は、表示シート２３よりも枠部材２１寄りに
配設するようにする。
【００２４】
　以上、説明した本発明に係る第１実施形態の表示装置１０Ａによれば、筐体２０Ａの縁
部に沿って設けられた複数のＬＥＤ発光部３０からの光を、反射板３１を介して筐体２０
Ａに設けられている透光性の表示シート２３に投光する際に、反射板３１をパラボラ曲面
で形成しているので、ＬＥＤ発光部３０近傍の輝度を押さえるとともに、表示シート２３
を均一で高輝度に発光させることができる。
【００２５】
　また、ＬＥＤ発光部３０の配置間隔Ｐが、中央部（Ｐ０）よりも端部（Ｐ１，Ｐ２）に
おいて大きく設定したので、表示シート２３端部の輝度を抑えて、表示シート２３の全体
を均一の輝度で発光させることができる。
【００２６】
　また、表示シート２３は不燃材料により構成されたシートとなっており、不燃性を有す
る。そのことにより建築基準法（第６６条「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、そ
の他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または高さ３mを超えるもの
は、その主要部を不燃材料で作り、またはおおわなければならない。」）で定められてい
る防火地域内においても設置可能である。表示シート２３は裏面層がフッ素樹脂、中層が
ガラス繊維、表面層がフッ素樹脂で構成されている。表示シート２３は、表面層にさらに
樹脂コーティングされたシートを使用してもよい。
【００２７】
　なお、表示シート２３はシート上にインクジェットにより描写を行って使用してもよい
。
【００２８】
　また、表示シート２３を筐体２０Aに装着する際、展張金具を使用して装着することに
より表示シート２３の表面のテンションを調節することができる。この展張金具は、従来
から市販されている金具を使用してもよい。
（第２実施形態） 
　次に、本発明に係る第２実施形態の表示装置１０Ｂについて、図面を用いて説明する。
【００２９】
　なお、前述した第１実施形態にかかる表示装置１０Ａと共通する部位には同じ符号を付
して、重複する説明を省略することとする。
【００３０】
　図２に示すように、第２実施形態の表示装置１０Ｂでは、光軸Ｌを表示シート２３と平
行に発するようにＬＥＤ発光部３０を下向きに取り付けた。そして、下向きのＬＥＤ発光
部３０からの光軸Ｌを後方の反射板３１の方向へ屈折させるレンズ３４を、ＬＥＤ発光部
３０ の照射方向前方に取り付けたものである。 
【００３１】
　なお、レンズ３４としては、例えば、中央が凹んだ円板状のものや円柱状のものが考え
られる。また、筐体２０Ｂは、第１実施形態の筐体２０Ａと共通のものが使用できる。
【００３２】
　従って、ＬＥＤ発光部３０から下方へ発せられた光軸Ｌは、レンズ３４で屈折して後方
の反射板３１に照射される。パラボラ曲面の反射板３１に入射した光軸Ｌは、前方へ反射
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して表示シート２３の前面に拡散して照射されて、表示シート２３の前面が発光する。
【００３３】
　以上、説明した本発明に係る第２実施形態の表示装置１０Ｂによれば、光軸Ｌが表示シ
ート２３に沿った方向へ向くようにＬＥＤ発光部３０を配設し、ＬＥＤ発光部３０の照射
方向前方に，光軸Ｌを反射板３１方向へ屈折させるレンズ３４を設けたので、ＬＥＤ発光
部３０からの光軸Ｌを効率よく反射板３１に向けることができ、表示シート２３を均一に
発光させることができる。
（第３実施形態） 
　次に、本発明に係る第３実施形態の表示装置１０Ｃについて、図面を用いて説明する。
【００３４】
　なお、前述した第１実施形態にかかる表示装置１０Ａまたは第２実施形態にかかる表示
装置１０Ｂと共通する部位には同じ符号を付して、重複する説明を省略することとする。
【００３５】
　図３に示すように、第３実施形態の表示装置１０Ｃでは、筐体２０Ｃの両側に表示シー
ト２３を有している。ＬＥＤ発光部３０は天板２１１側に配設されており、反射板３１は
ＬＥＤ発光部３０を挟んで両側に一対設けられている。
【００３６】
　従って、ＬＥＤ発光部３０から後方へ発せられた光軸Ｌ１は、後側の反射板３１に入射
して前方へ反射されて、前側の表示シート２３を発光させる。一方、ＬＥＤ発光部３０か
ら前方へ発せられた光軸Ｌ２は、前側の反射板３１に入射して後方へ反射されて、後側の
表示シート２３を発光させる。
【００３７】
　以上、説明した本発明に係る第３実施形態の表示装置１０Ｃによれば、反射板３１がＬ
 ＥＤ発光部３０を挟んで両側に設けられているので、１列のＬＥＤ発光部３０で筐体２
０ Ｃの対向する２面の表示シート２３，２３を発光させることができ、筐体２０Ｃの両
面に広告や時刻表等を表示することができる。
（第４実施形態） 
　次に、本発明に係る第４実施形態の表示装置１０Ｄについて、図面を用いて説明する。
【００３８】
　なお、前述した第１実施形態にかかる表示装置１０Ａ乃至第３実施形態にかかる表示装
置１０Ｃと共通する部位には同じ符号を付して、重複する説明を省略することとする。
【００３９】
　図４に示すように、第４実施形態の表示装置１０Ｄでは、表示シート２３は筐体２０Ｄ
の一方の側に設けられており、反射板３１はＬＥＤ発光部３０を挟んで両側に設けられて
いる。また、背板２２の内側（図４（Ａ）において左側）には、平板状の第２の反射板３
５が設けられている。
【００４０】
　従って、ＬＥＤ発光部３０から後方へ発せられた光軸Ｌ１は、後側の反射板３１に入射
して前方へ反射されて、表示シート２３を発光させる。一方、ＬＥＤ発光部３０から前方
へ発せられた光軸Ｌ２は、前側の反射板３１に入射して後方へ反射され、さらに背板２２
の内側に設けられている第２の反射板３５で反射して、表示シート２３を発光させる。
【００４１】
　以上、説明した本発明に係る第４実施形態の表示装置１０Ｄによれば、ＬＥＤ発光部３
 ０から前方および後方へ発せられた光を、前後の反射板３１，３１および第２の反射板
３ ５で反射させて表示シート２３に入射させるので、表示シート２３を効率よく，高輝
度で発光させることができる。特に、ＬＥＤ発光部３０から遠い表示シート２３の下部の
発光を促進することができる。
（第５実施形態） 
　次に、本発明に係る第５実施形態の表示装置１０Ｅについて、図面を用いて説明する。
【００４２】
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　なお、前述した第１実施形態にかかる表示装置１０Ａ乃至第４実施形態にかかる表示装
置１０Ｄと共通する部位には同じ符号を付して、重複する説明を省略することとする。
【００４３】
　図５に示すように、第５実施形態の表示装置１０Ｅでは、筐体２０Ｅの両側に表示シー
ト２３、２３を有している。さらに、枠部材２１の天板２１１側および底板２１２側に、
対向して２列のＬＥＤ発光部３０、３０が設けられ、反射板３１は各ＬＥＤ発光部３０を
挟んで両側に設けられている。
【００４４】
　従って、上側のＬＥＤ発光部３０から後方へ発せられた光軸Ｌ１は、後側の反射板３１
 に入射して前方へ反射されて、前側の表示シート２３を発光させる。一方、上側のＬＥ
Ｄ発光部３０から前方へ発せられた光軸Ｌ２は、前側の反射板３１に入射して後方へ反射
されて、後側の表示シート２３を発光させる。下側のＬＥＤ発光部３０についても同様に
光Ｌ３，Ｌ４が照射されて前後の表示シート２３，２３に達する。
【００４５】
　なお、表示シート２３が大きい場合には、筐体２０Ｅの断面中心に、断面形状が菱形の
反射板３６を設けることもできる。
【００４６】
　以上、説明した本発明に係る第５実施形態の表示装置１０Ｅによれば、ＬＥＤ発光部３
０、３０が互いに対向して２列設けられているので、表示シート２３を高輝度で発光させ
ることができる。
【００４７】
　なお、本発明の表示装置は、前述した実施形態に限定されるものでなく、適宜な変形，
 改良等が可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０Ａ～１０E　表示装置
　２３　表示シート
　２０Ａ～２０E　筐体
　３０　ＬＥＤ発光部
　３１　反射板
　３４　レンズ
　Ｌ　光軸
　Ｐ　配置間隔
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